
香 川 県

県では、障害のある方の就労機会を拡大するため、短期的な就労体験として、企業での職場実
習を支援しています。障害のある方の雇用に関心はあるが、｢これまで雇った経験が無く、対応
が難しそう。｣｢どんな仕事を担当させていいか分からない。｣など不安な場合は、ぜひ本事業を
ご活用ください。

職場実習の受け入れにご協力いただく企業には、実習日数に応じた謝金を支給します。また、
実習生にかかる傷害保険料を負担し、実習生には実習日数に応じた手当を支給します。手続
きは、最寄りの「障害者就業・生活支援センター」が 窓口となります。

大川エリア

共生

高松・小豆エリア

オリーブ

中讃エリア

くばら

三豊エリア

つばさ

雇用前に働く様子をみることで、適した仕事や課題
など、雇用の見通しや必要な配慮が分かります。

名　　　称

障害者就業・生活支援センター

共 生

障害者就業・生活支援センター

オ リ ー ブ

障害者就業・生活支援センター

く ば ら

障害者就業・生活支援センター

つ ば さ

担　　当　　地　　区

東部障害保健福祉圏域
東かがわ市、さぬき市

東部・小豆障害保健福祉圏域
高松市、三木町、直島町、土庄町、
小豆島町

西部障害保健福祉圏域
丸亀市、坂出市、善通寺市、宇多津町、
綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町

西部障害保健福祉圏域
観音寺市、三豊市 

運営法人

社会福祉法人
恵愛福祉事業団

社会福祉法人
香川県手をつなぐ
育成会

医療法人社団
三愛会

社会福祉法人
三豊広域福祉会

所在地
メールアドレス

〒769-2702　東かがわ市松原1331-5

kyousei@md.pikara.ne.jp

〒761-8042　高松市御厩町546-1

olive@ayumino-kai.or.jp

〒763-0073　丸亀市柞原町185-1

kubara@mifune-hp.jp

〒768-0014　観音寺市流岡町1021-18

tsubasa8266@gaea.ocn.ne.jp

TEL
FAX

0879‒24‒3701

0879‒24‒3702

087‒816‒4649

087‒813‒7649

0877‒64‒6010

0877‒64‒6011

0875‒24‒9752

0875‒24‒9756

を利用してみませんか？
「障害者就職チャレンジ事業」「障害者就職チャレンジ事業」

障害者就業・生活支援センター

障害者就業・
生活支援センター

就業を希望される障害者の方、あるいは在職中の障害者の方が抱える課題に応じて、
雇用及び福祉の関係機関との連携のもと、就業面・生活面の一体的な支援を行っている機関です。

受入企業のメリット

受 入 企 業

職場実習を経験することで、仕事への適正や体力面
など、就職に向けた不安を解消できます。

実習者のメリット

実 習 者
企業での職場実習

実習期間：3日～10日

● 謝金支給
　《1，100円/日》

● 傷害保険加入
● 手当支給
　《1,100円/日》

受入に関する
覚書の締結 申込み



障害者の一般就労への流れ障害者の一般就労への流れ
支 援 機 関

事  業  主 障  害  者

就
　
業
　
支
　
援

準 備 期

第2段階 マッチング期

第3段階 定 着 期
採用 就職

支援機関への相談

就職チャレンジ事業

職場訪問、電話相談

➡

➡

➡

　障害者就業・
生活支援センター

【就業面での支援】
◎就業に関する相談支援
　○就職に向けた準備支援
　○就職活動の支援
　○職場定着に向けた支援
◎障害のある方それぞれの障害特性
　を踏まえた雇用管理についての事
　業所に対する助言
◎関係機関との連絡調整

【生活面での支援】
◎日常生活・地域生活に関する助言
　○生活習慣の形成、健康管理、金
　　銭管理等の日常生活の自己管理
　　に関する助言
　○住居、年金、余暇活動など地域
　　生活、生活設計に関する助言
◎関係機関との連絡調整

連 

携

トライアル雇用
ステップアップ雇用

障害者雇用に伴う職場改善
障害者の職域拡大
ジョブコーチ支援

採用面接
障害者雇用に伴う職場改善

職場適応訓練
障害者委託訓練
障害者短期職場実習

職場訪問、電話相談
日常生活・地域生活に

関する助言

面接

職場実習

障害者雇用に関する
各種制度の案内

職業紹介・適性検査
各種職業訓練の手続き

面接同行
各種制度の説明

職業紹介、面接同行
職場実習の手続・支援

ハローワークなどへ
障害者雇用に関する
問い合わせ・人材募集

適性検査、講習などの受講

職場訓練

ハローワーク、香川障害者職業センター、特別支援学校、県立高等技術学校、
就労移行支援事業所、福祉事務所、保健所、医療機関など

第1段階


